
 

森とむら活性化研究会規約 
 

 
（名称） 
第1条 この会は、森とむら活性化研究会（以下「本会」という。）という。 
（事務所） 
第2条 本会は、事務所を東京都練馬区春日町 1 丁目 7 番 19 号に置く。 
（目的） 
第 3 条 本会は、森林・林業・農山村に関する諸問題を経済・社会・文化など

の各視点から総合的・実態的に探究し、地域の活性化等に資するとともに、

その成果を広く公開・開示することを目的とする。 
（会の運営） 
第 4 条 本会に、会長・顧問および事務局長を置く。 
 ２．会長は、本会を代表し、会を統括する。 
 ３．事務局長は、事務を総括する。 
（事業） 
第 5 条 本会は、第 5 条の事業を行うため、森林・林業・農山村に関する総合

的・実態的な調査研究、資料の収集および普及啓発を行う。 
（委員会の構成） 
第 6 条 本会に、森とむら活性化委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
委員会は、森林・林業・農山村の各分野（森林学領域・林産学領域・自然環境

学領域等）の研究者・技術者および学識経験者を委員として委嘱する。 
２．委員会に委員長を置く。 

（部会・ワーキンググループ） 
第 7 条 委員会は、必要に応じ部会又はワーキンググループを置き、当該課題

の調査研究等を行う。 
 
附則 この規約は、平成 25 年 7 月 10 日から施行する。 
 
 
 
 
 
 



森とむら活性化研究会名簿 

（敬称略・順不同） 
職 名 氏 名 役  職 

会 長 古橋 源六郎 
元総務事務次官 
（一財）古橋会理事長 

顧 問 馬場 久満男 
元林野庁長官 
（公財）食品流通構造改善促進機構会長 

顧 問 石橋 隆明 
元（財）森とむらの会事務局長 
自然文化誌研究所顧問 

事務局長 阿部 勉 
元（財）森とむらの会専務理事 
自然体験活動推進協議会 CONE リーダー 

 

森とむら活性化研究会・委員会名簿 

（敬称略・順不同） 

職 名 氏 名 役  職 

委員長 加藤鐡夫 元林野庁長官、（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会副会長 

委員 山本博一 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

委員 後藤治 工学院大学常務理事、建築学部建築デザイン学科教授 

委員 足本裕子 文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議理事・事務局長 

委員 小林直弘 工学院大学建築学部建築デザイン学科助教 

委員 中村文美 合同会社 もば建築文化研究所副所長 

委員 斉藤幸恵 東京大学大学院農学部農学生命科学研究科准教授・博士（農学） 

委員 飛山龍一 林野庁林政部木材利用課海外森林資源情報分析官 

委員 西和彦 文化庁文化財部参事（建造物担当）付登録部門文化財調査官 

注：飛山・西委員はオブザーバー 
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